
 

   小牧市民病院喫茶等飲食店設置運営者選定プロポーザル実施要綱    

  令 和 ７ 年 １ ２ 月 ５ 日 

７ 小 院 管 第 1 0 6 2 号  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小牧市民病院（以下「病院」という。）に設置する喫

茶等飲食店（以下｢喫茶店｣という。）の設置及び運営業務について、最適

な者を特定するため、公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」と

いう。）を実施することとし、その手続について必要な事項を定めるもの

とする。 

（業務の概要）  

第２条 対象とする業務は、病院内の一部を小牧市財産管理規則第９条の規

定を準用して貸与し、来院者及び職員等に対して喫茶・軽食（ランチ含む）

等を提供する喫茶店の設置及び運営業務（以下「業務」という。）とする。 

（参加条件） 

第３条 プロポーザルに参加する者は、次の各号のいずれにも該当していな

ければならない。 

 (1) 食品衛生法（昭和２２年法律第２３５号）に基づく飲食店営業許可そ

の他飲食店の営業に係る必要な許可を有しており、病院において喫茶店

の営業に必要な許可が受けられる見込みがある者であること。 

(2) 食品衛生法その他の食品の営業に関する法律に基づく許可の取消し

等の処分を過去２年間受けていないこと。 

(3) 国税及び地方税の滞納がないこと。 

(4) 良質な商品及び優良なサービスを提供できる資力、能力等を有してい

ること。 

(5) 業務に起因する事故及び苦情に対し、喫茶店を運営する事業者の責任

において速やかに対応することができ、かつ、相応の補償能力を有して

いること。 

(6) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しない者であること。 

(7) 小牧市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（以下

｢合意書｣という。平成２４年６月２５日付小牧市長・愛知県小牧警察署

長締結）に基づく排除措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であ



ること。 

(8) 民事再生法（平成１１年法律第２２５条）第２１条の規定による再生

手続開始の申立てがなされていない者又は会社更生法（平成１４年法律

第１５４号）第１７条の規定による更正手続開始の申立てがなされてい

ない者であること。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を

受けた者又は会社更生法に基づく更正手続開始の決定を受けた者で、再

度の小牧市入札参加資格審査の申請を行い、認定を受けたものについて

は、再生手続開始又は更正手続開始の申立てがなされなかった者とみな

す。 

(9) その他関係法令に基づき、病院における喫茶店の運営方針に適合する

店舗を開設し、維持及び運営ができること。 

（公募の公告） 

第４条 小牧市病院事業管理者（以下｢管理者｣という。）は、プロポーザル

に参加する者に必要な参加資格及び条件、業務内容その他プロポーザルに

必要な事項について公告をするものとする。 

２ 管理者は、前項の規定による公告をしたときは、その内容を小牧市民病

院ホームページで公表するものとする。 

（参加表明書等の提出） 

第５条 プロポーザルに参加しようとする者は、別に定める参加表明書等を

管理者に提出しなければならない。 

（審査） 

第６条 管理者は、参加表明書等を別に定める小牧市民病院喫茶等飲食店設

置運営者選定審査委員会（以下｢審査委員会｣という。）に審査させるもの

とする。 

２ 審査委員会は、別に定める評価基準に基づき、参加表明書等を提出した

者（以下｢提出者｣という。）から、業務について最適な者及び次点者各１

者を選定し、その結果を管理者に報告するものとする。 

３ 管理者は、前項の報告に基づき、業務について最適な者及び次点者を特

定するものとする。 

４ 管理者は、前項の規定により、最適な者及び次点者として特定した者に

対して、様式第１及び様式第２により特定した旨を通知し、特定しなかっ

た者に対しては、様式第３により特定しなかった旨を通知するものとする。

この場合において、審査結果に関する問合せ、異議申立て等は一切受け付



けないものとする。  

（審査結果の公表） 

第８条 前条第３項の規定による特定後、小牧市民病院ホームページにおい

て公表するものとする。 

（覚書の締結及び見積書の徴収） 

第９条 管理者は、最適な者として特定した者（以下｢最優秀者｣という。）

と業務に係る覚書を結ぶものとし、見積書を徴収するものとする。ただし、

最優秀者に事故等があり、覚書の締結が不可能となった場合は、次点者を

覚書の締結及び見積書の徴収の相手方とする。 

２ 前項の場合において、最優秀者に生じる損害については、小牧市病院事

業は一切の責を負わない。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、プロポーザルの実施に関し必要な

事項は、別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年１２月５日から施行する。 

２ この要綱は、業務に係る覚書の締結をもって、その効力を失う。 



様式第１（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第     号 

                             年  月  日   

             様 

    

     病院事業管理者 谷口 健次 印   

  

 

小牧市民病院喫茶等飲食店設置運営者選定プロポーザルの審査結果に 

ついて（通知） 

 このことについて審査した結果、最適な者として特定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 審査結果 

       ○○○○ （○○点）   特定 

       ○○○○ （○○点）   次点者 

○○○○     

       

 

 

問い合わせ先 

  〒４８５－８５２０     

愛知県小牧市常普請一丁目２０番地 

小牧市民病院事務局管財課 施設係 

ＴＥＬ：０５６８－７６－１４３９ 

ＦＡＸ：０５６８－７１－３６４７ 

メール：byoinkanzai@city.komaki.lg.jp   

 



様式第２（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第     号 

                             年  月  日   

             様 

    

     病院事業管理者 谷口 健次 印   

  

 

小牧市民病院喫茶等飲食店設置運営者選定プロポーザルの審査結果に 

ついて（通知） 

 このことについて審査した結果、次点者として特定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 審査結果 

       ○○○○ （○○点）   特定 

       ○○○○ （○○点）   次点者 

○○○○     

       

 

 

問い合わせ先 

  〒４８５－８５２０     

愛知県小牧市常普請一丁目２０番地 

小牧市民病院事務局管財課 施設係 

ＴＥＬ：０５６８－７６－１４３９ 

ＦＡＸ：０５６８－７１－３６４７ 

メール：byoinkanzai@city.komaki.lg.jp   

 



様式第３（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第     号 

                             年  月  日   

             様 

 

病院事業管理者 谷口 健次 印   

  

 

小牧市民病院喫茶等飲食店設置運営者選定プロポーザルの審査結果に 

ついて（通知） 

 このことについて審査した結果、最適な者及び次点者として特定されませんで

した。 

 今回のプロポーザルの実施にあたり、貴重な時間を費やされたことに、感謝す

るとともに、今後も当院へのご協力をいただきますようお願いいたします。 

  

 

記 

 

１ 審査結果 

       ○○○○ （○○点）   特定 

       ○○○○ （○○点）   次点者 

○○○○     

 

問い合わせ先 

  〒４８５－８５２０     

愛知県小牧市常普請一丁目２０番地 

小牧市民病院事務局管財課 施設係 

ＴＥＬ：０５６８－７６－１４３９ 

ＦＡＸ：０５６８－７１－３６４７ 

メール：byoinkanzai@city.komaki.lg.jp   

 


